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○

四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
注
記
）

（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
注
記
）

第
十
条

第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
ヘ
ッ

第
十
条

第
八
条
の
二
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
ヘ
ッ
ジ

ジ
会
計
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
六
十
九
項
に
規
定
す
る
会
計
処
理
を
い

会
計
が
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

う
。
）
が
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
）
に
つ
い
て
は
、

該
取
引
が
会
社
の
事
業
の
運
営
に
お
い
て
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ

当
該
取
引
が
会
社
の
事
業
の
運
営
に
お
い
て
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
か

、
当
該
取
引
の
契
約
額
そ
の
他
の
金
額
に
前
事
業
年
度
の
末
日
に
比
し
て
著
し

つ
、
当
該
取
引
の
契
約
額
そ
の
他
の
金
額
に
前
事
業
年
度
の
末
日
に
比
し
て
著

い
変
動
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
通
貨
、
金
利
、
株
式
、
債
券
及
び
商
品
そ

し
い
変
動
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
通
貨
、
金
利
、
株
式
、
債
券
及
び
商
品

の
他
の
取
引
の
対
象
物
の
種
類
ご
と
の
四
半
期
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
契
約

そ
の
他
の
取
引
の
対
象
物
の
種
類
ご
と
の
四
半
期
貸
借
対
照
表
日
に
お
け
る
契

額
又
は
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
元
本
相
当
額
、
時
価
及
び
評
価
損
益
を
注

約
額
又
は
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
元
本
相
当
額
、
時
価
及
び
評
価
損
益
を

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
適
時
に
、
正
確
な
金
額
を
算
定
す
る
こ

注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
適
時
に
、
正
確
な
金
額
を
算
定
す
る

と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
概
算
額
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
概
算
額
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
先
物
取
引
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
先
渡
取
引
、

２

前
項
に
定
め
る
事
項
は
、
先
物
取
引
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
、
先
渡
取
引
、
ス

ス
ワ
ッ
プ
取
引
及
び
そ
の
他
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
そ
の
他
の
取
引
の
種
類
に

ワ
ッ
プ
取
引
及
び
そ
の
他
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
そ
の
他
の
取
引
の
種
類
に
区

区
分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

分
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
益
認
識
に
関
す
る
注
記
）

第
二
十
二
条
の
四

当
四
半
期
累
計
期
間
に
係
る
顧
客
と
の
契
約
か
ら
生
じ
る
収

［
条
を
加
え
る
。
］
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益
に
つ
い
て
は
、
当
該
収
益
及
び
当
該
契
約
か
ら
生
じ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

ー
の
性
質
、
金
額
、
時
期
及
び
不
確
実
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
主
要
な
要
因
に
基

づ
く
区
分
に
当
該
収
益
を
分
解
し
た
情
報
で
あ
っ
て
、
投
資
者
そ
の
他
の
四
半

期
財
務
諸
表
の
利
用
者
の
理
解
に
資
す
る
も
の
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
注
記
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
注
記
す
べ
き

事
項
に
お
い
て
同
一
の
内
容
が
記
載
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
、

当
該
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
流
動
資
産
の
区
分
表
示
）

（
流
動
資
産
の
区
分
表
示
）

第
三
十
条

流
動
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、

第
三
十
条

［
同
上
］

当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
当
該
項
目
に
属
す
る
資
産
の
金
額
が
資
産
の
総
額
の
百
分
の
一
以

下
の
も
の
で
、
他
の
項
目
に
属
す
る
資
産
と
一
括
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
当
な
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も

っ
て
一
括
し
て
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

受
取
手
形
、
売
掛
金
及
び
契
約
資
産

二

受
取
手
形
及
び
売
掛
金

［
三
～
七

略
］

［
三
～
七

同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

様
式
第
二
号

様
式
第
二
号
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【四
半
期
貸
借
対
照
表

】

【四
半
期
貸
借
対
照
表

】

（単
位

：

円

）

（単
位

：

円

）

前
事
業
年
度

当
第

四
半
期
会
計
期
間

前
事
業
年
度

当
第

四
半
期
会
計
期
間

（

年
月

日

）

（

年
月

日

）

（

年
月

日

）

（

年
月

日

）

資
産
の
部

資
産
の
部

流
動
資
産

流
動
資
産

［略

］

［同
左

］

受
取
手
形

売
掛
金
及
び
契

受
取
手
形
及
び
売
掛
金

（純
、

約
資
産

（純
額

）

×
×
×

×
×
×

額

）

×
×
×

×
×
×

［略

］

［同
左

］

［略

］

［同
左

］

［略

］

［同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


